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第７４回沖縄地方交通審議会船員部会

日 時 平成２６年１２月１９日（金）１５時３０分

場 所 沖縄総合事務局 ５Ｆ 「海技試験室」

出席者：

公 益 委 員 宮里委員、儀部委員、春田委員

労 働 者 委 員 姫路委員、大﨑委員、辻委員

使 用 者 委 員 宮城委員、大城委員

沖縄総合事務局 宇崎船舶船員課長、玉城海事振興調整官

竹之内課長補佐、池原（労政担当）

議事次第

○開 会

○議 事

【審議事項】

船員の特定最低賃金の改正について

【報告事項】

管内の雇用状況等について

【その他】

意見交換

○閉 会

（配付資料）

１．第７３回船員部会の議事録（案）

２．沖縄内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金の改正につ

いて（報告）

３．沖縄海上旅客運送業最低賃金の改正について（報告）

４．船員に関する特定最低賃金の改正について（案）

５．沖縄海上旅客運送業最低賃金（現行）

６．沖縄内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金（現行）

７．船員職業紹介実績等一覧表（平成２６年１１月分）
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宮里部会長

定刻でございますので、会議を始めさせていただきます。

本日の出席状況と配付資料の確認を事務局よりお願いします。

事務局（池原）

本日は、公益委員３名、労働者委員３名、使用者委員２名が出席されて

おり、船員部会運営規則第９条の規定による定足数を満たしており、有効

に成立していることをご報告いたします。

（配付資料の確認）

宮里部会長

はじめに、第７３回船員部会の議事録の承認についてお諮りします。お

手元に配付されております議事録を御確認ください。

議事録のとおりでよろしいでしょうか。

各委員

（「異議無し」）

宮里部会長

異議無しということで、第７３回船員部会議事録承認について、承認さ

れたものといたします。

それでは審議事項に移りたいと思います。

本日の審議事項は、「船員の特定最低賃金に関する改正について」とな

っています。

審議に先立って、沖縄内航鋼船運航業最低賃金専門部会及び沖縄海上旅

客運送業最低賃金専門部会での審議の経過と結果につきまして、私の方か

ら報告いたします。

両最賃部会は、去る１１月１９日と本日の２回にわたって開催され、各

最低賃金専門部会の委員の皆さんのご協力により、結論を得ることが出来

ました。

それぞれの最低賃金専門部会での審議を経てまとまった内容は、別紙

１、２のとおりですので、事務局から説明をお願いします。

事務局（池原）

本文以下を読み上げて説明とさせていただきます。

沖縄内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金の改正については、下記の

とおりとする。

沖縄内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金（平成９年沖縄総合事務局

最低賃金公示第３号）については、適用する船員にかかる最低賃金額の職

員２４１，４００円を２４３，３５０円に、ただし書きの職員２２４，９

５０円を２２６，９００円に、部員１８２，８５０円を１８４，７５０円

に、ただし書きの海上経歴３年未満の部員１７３，７００円を１７５，４

５０円にそれぞれ改正することが適当である。

要望事項として、航海士、機関士が乗り組んでいない船舶の船長、機関
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長の賃金については、その職責を考慮して最低賃金額を上回るよう引き続

き行政指導をされたい。

続いて、海上旅客運送業最低賃金の改正については、下記のとおりとす

る。

沖縄海上旅客運送業最低賃金（平成９年沖縄総合事務局最低賃金公示第

４号）については、適用する船員にかかる最低賃金額の職員２３８，３０

０円を２４０，２５０円に、部員１７７，５００円を１７９，０００円に

それぞれ改正することが適当である。

以上です。

宮里部会長

ただいま事務局から説明のあった両最低賃金専門部会の取りまとめ内

容を基に審議を進めていきたいと思います。

それでは、ご意見があればお願いします。

辻委員（労）

最低賃金専門部会の取りまとめた内容に記載はございませんが、労働者

側の要望として、現行の最低賃金では手当等を含んだ扱いとなっておりま

すが、この答申の最低賃金額が基本給イコールとなるように考慮していた

だきたいということが一点。

もう一点が、船員部会でも議論がされている船員の後継者確保育成等に

ついて、議論を深めるという意味でも、内航及び旅客の最低賃金専門部会

を毎年開催していただきたいということで、労働者側からの要望を挙げて

おりますのでご報告します。

大﨑委員（労）

もう一点、先ほど辻委員の言われたように最低賃金額を基本給という位

置づけで解釈していただきたいと思います。これは労働の対価だという位

置づけで考えておりますので、ぜひ基本給にリンクしていただきたいとい

うのと、最低賃金専門部会の中で手当等の話があり、最低賃金の中に家族

手当というのが含まれているというところの議論が多少ありました。

その中で家族手当は最低賃金の中に入れてはまずいのではないかとい

う提案はさせていただきました。陸上では家族手当は最低賃金には入らな

いが、海上の部分においては、入れていいとも入れないとも書いてはあり

ません。

ただ記載がないので入れているみたいな形になっていますので、そこの

対応についても今後検討が必要ではないかということで、提案をさせてい

ただいたということです。以上です。

宮里部会長

内容自体については、異論は無いということでよろしいですね。

使用者側として、取りまとめ内容自体に異論はございませんか。

使用者委員

異論はございません。
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宮里部会長

公益委員から何かありますか。

公益委員

特に異論はございません。

宮里部会長

ほぼ意見が出揃ったと思いますので、船員部会としての取りまとめを行

いたいと思います。

本船員部会での結論を別紙３のとおりとりまとめましたので、事務局か

ら説明をお願いします。

事務局（池原）

本文以下を読み上げて説明とさせていただきます。

沖縄内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金の改正については、下記の

とおりとする。

沖縄内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金（平成９年沖縄総合事務局

最低賃金公示第３号）については、適用する船員にかかる最低賃金額の職

員２４１，４００円を２４３，３５０円に、ただし書きの職員２２４，９

５０円を２２６，９００円に、部員１８２，８５０円を１８４，７５０円

に、ただし書きの海上経歴３年未満の部員１７３，７００円を１７５，４

５０円にそれぞれ改正することが適当である。

要望事項として、航海士、機関士が乗り組んでいない船舶の船長、機関

長の賃金については、その職責を考慮して最低賃金額を上回るよう引き続

き行政指導をされたい。

続いて、海上旅客運送業最低賃金の改正については、下記のとおりとす

る。

沖縄海上旅客運送業最低賃金（平成９年沖縄総合事務局最低賃金公示第

４号）については、適用する船員にかかる最低賃金額の職員２３８，３０

０円を２４０，２５０円に、部員１７７，５００円を１７９，０００円に

それぞれ改正することが適当である。

以上です。

宮里部会長

それでは事務局からの説明のとおり、各最低賃金専門部会からの報告を

踏まえ、沖縄地方交通審議会船員部会として決議するということでよろし

いでしょうか。

各委員

（「異議無し」）

宮里部会長

異議無しということで、船員部会で決議されたものとし、本決議を沖縄

地方交通審議会へ報告します。

なお、本決議に係る決定公示文について、事務局から関連説明があると

のことですので、よろしくお願いします。
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事務局（池原）

先ほど決議されました改正内容を公示する際、決定公示の文言が一部修

正されます。具体的な内容は、資料の別紙４－１、別紙４－２のとおり、

一部文言の形式的な修正でございますので、念の為ご確認いただくという

ことで結構でございます。

宮里部会長

「管内の雇用状況について」事務局に説明をお願いします。質問は最後に

受け付けたいと思います。

事務局（竹之内補佐）

平成２６年１１月分の管内雇用等状況等の概要を説明させていただき

ます。

●求人状況について

新規求人数は４件でした。

前月は４件で増減無し。前年同月は２件で２件増加となっております。

月間有効求人数は１６件でした。前月は２５件で９件減少。前年同月は

９件で７件増加となっております。

月間有効求人数１６件の内訳としましては、商船等１２件、漁船４件と

なっております。月末未済求人数は７件でした。

●求職状況について

新規求職数は１２人でした。前月は９人でしたので、３人増加。

前年同月は、３人で、９人増加となっております。新規求職数の内訳と

しましては、商船等９人、漁船３人となっております。

月間有効求職数は２４人でした。前月は２４人でしたので増減無し。

前年同月は１７人でしたので７人増加となっております。月間有効求職

数２４人の内訳としましては、商船等１８人、漁船６人となっております。

月末未済求職数は１４人でした。

●成立状況について

１１月は、管内に１件の採用が決まりました。

成立状況としましては、沿海の旅客船に航海士として２０代男性１人が

採用されました。

●求人倍率について

１１月の月間有効求人倍率は０．６７倍でした。前月は１．０４倍で

したので０．３７ポイント減少。

前年同月は０．５３倍でしたので０．１４ポイント増加となっており

ます。

●新規求職者の退職理由又は求職理由別内訳について

１１月の新規求職者１２人のうち、離職者９人の退職理由としては、

自己都合が４人、船舶所有者都合が５人となっております。離職以外の

方の３人の求職理由としては、就業中で転職希望が３人となっておりま



5

す。

新規求職者が所属していた会社所在地については、管外が７人となっ

ております。

●失業等給付支給内訳について

受給者実人員は１名。支給延べ件数は１件で、基本手当支給は１５５，

８９８円。その他の支給はありませんでしたので、総支給額は１５５，

８９８円でした。

宮里部会長

ただいまの説明につきまして、質問等はございませんか。

儀部委員（公）

今月の成立状況について、旅客船に成立した方が「その他」に入ってい

るのはどうしてでしょうか。

事務局（竹之内補佐）

こちらの方は商船等の「その他」の求職を希望されており、結果として

旅客船に就職されておりますが、集計上こちらの枠に入れております。

大﨑委員（労）

ご本人は商船で希望されていて、決まったのが旅客船なんですよね。

そうであるならば本月成立数内訳表の中で何故それが「その他」の枠には

いるのかが理解できません。

これは結果を求めているので、旅客船に入れないとおかしいですね。

辻委員（労）

本人が希望する船舶と違っているが、「その他」に入れるのは話が違う

気がしますね。

大﨑委員（労）

これは成立数の内訳表なので、その成立数の内訳を書かなければいけま

せんよね。なので成立は旅客船に１と入るのではないでしょうか。

事務局（池原）

現状として、商船等「その他」で求職を希望された方が旅客船に成立し

た場合、「その他」の１としていた数値を旅客船に移してしまうとデータ

がリンクされないことから、集計上、求職当初の「その他」に入れていま

す。

旅客船にデータを移す場合は、求職当初のデータも修正が必要になりま

す。

姫路委員（労）

そこを修正できないんですか。

説明された意味はわかりますが、これは成立がどうなっているかなので、

旅客船に成立があるのに「その他」に入れるのはおかしいという疑問です。
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データ管理もわかりますが、何か工夫ができないんですか。

春田委員（公）

良い提案だと思いますが、行政上の統計の取り方もあると思いますので、

来月にでも提案部分の工夫の可能性を検討いただいたらいかがでしょう

か。

姫路委員（労）

どうしても出来ないのであれば、前月の求職は「その他」で、旅客船の

成立があったが、データ上動かせないので「その他」に入れてあるという

ような説明があればいいのでお願いします。

宮里部会長

統計の取り方がそれぞれあるようですので、次回でよろしいですかね。

春田委員（公）

労働者側は、実態の部分が知りたいということですからね。

大﨑委員（労）

これは誰のためのデータかを考えれば、そのシステムや事務局の問題で

はないと思います。これは誰が見てもわかるようにしていたほうが良いの

ではないでしょうか。疑問を抱かないような資料を作成していただいて、

リンクがしていないことに関して説明をすればいいと思います。旅客船に

成立しているのに「その他」に入れましたという説明ではないほうがいい

と思います。

今後は、検討してわかりやすい表を作成していただきたい。この表の持

つべき意味ね。仕事を求めてる人はこんな人が求めていますよ、成立した

のはこういう方が成立していますよという形で、疑問に対して率直に説明

していただければいいと思います。

春田委員（公）

検討いただいて、来月に回答ということでよろしいのではないでしょう

か。

宮里部会長

違和感はありますので、わかりやすくできれば工夫いただきたいという

希望です。やはり労働者側から見たときに商船を希望した方が場合によっ

ては旅客船に入る方もいるとわかりますからね。

春田委員（公）

今後もこのような場合はあり得ますかね。

辻委員（労）

要は働き口が無いのに受け入れてしまったのでは意味がないので、そう

いった場合には、違うところへ紹介しなければいけないと何回か意見を述

べさせていただきました。ただその内訳は実際にどう見えているのかが合
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っていないので、理解しにくいこともあると思います。

大﨑委員（労）

もう一点。最後のページに年齢の構成比というのがあるんですけども、

一番パーセンテージの高いのが６０歳以上となっています。結局、使用者

側が６０歳以上で求人を求める場合は、多分余りないと思います。でも

２９％の人は６０歳以上で仕事を探されている現状というのがあるので、

今後やはり職域確保という意味でも考えていかないといけない。ここの数

字がまたどんどん高くなっていくようになれば、船員不足という中で、高

齢化していくのも顕著に見えてくるので、やはり６０歳以上のその船員の

あり方というのも考えていかないといけないのかなという意見です。よろ

しくお願いします。

宮里部会長

高齢者促進について、船員は適用されていますか。

大﨑委員（労）

船員は適用していませんね。

今は、年金が６０歳で支給開始年齢になり、４～５年ぐらいで６１歳に

なるんです。そこでまた船員の場合は２階建ての基礎年金、厚生年金を一

緒にいただけるので、選択肢が若干違ってくる。その中でも元気な方はそ

こで仕事をしようという方もおられます。

宮里部会長

６０歳は、まだ元気ですからね。

大﨑委員（労）

当然それは使用者側と労働者側の一致するところがなければなかなか難

しいんですけども、それは今後またやっていかないといけないと思います。

春田委員（公）

高齢者を雇用する先行事例のようなものはあるんですかね。

大﨑委員（労）

一応６０歳が定年という位置づけで、私たちの労働協約は結んでいま

す。現時点では未組織の船であれば、６０を過ぎて７０歳でも元気である

なら乗船していただいていることもあります。

船長や機関長がおりられたりすると、船が運航できないことから、辞め

ることができないような職員さんも結構いますので、働き方を考えていか

ないといけない。

宮里部会長

他に無いようでしたら事務局から連絡がありますのでお願いします。

事務局（竹之内補佐）

（～失業給付に係る認定日について説明～）
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事務局（池原）

船員部会で最低賃金に関する改正が決議されましたので、この後、沖縄

地方交通審議会宮里会長から沖縄総合事務局長に対して答申を行う予定

となっています。宮里部会長及び代表として同行される委員の皆様はこの

後よろしくお願いします。

なお、来年の１月の船員部会についてお知らせします。次回の船員部会

は１月２３日（金曜日）１６時３０分から海技試験室において開催します。

後日、改めて案内の文書を送付しますが、通常の開催時間とは大分遅い時

間での開催となりますので御注意いただきたいと思います。

宮里部会長

それでは、本日の部会は以上で終了します。


